
 
平成 30 年度 横浜市総合教育会議 次第 

 

日時 平成 30年８月 27日（月）11時 00分～12時 00分 

場所 ワークピア横浜 ２階 くじゃく 

１ 開 会 

２ 市 長 挨 拶 

３ 協 議 

新たな横浜市教育大綱について 

４ 報 告  

いじめ重大事態に関する再発防止策の進捗状況について 

５ 閉 会 

【配付資料】 

資料１ 横浜市教育大綱（案） 

資料２ いじめ重大事態に関する再発防止策の取組状況  

～学校の取組の現状について～ 

      参考１ 横浜市教育大綱（平成 27年９月策定） 

      参考２ 横浜教育ビジョン 2030 

      参考３ いじめ重大事態に関する再発防止策 

 参考４ 横浜市総合教育会議運営要綱 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜市教育大綱（案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年○月 

 
 
 
 
 
 

資料１ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

目  次 
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【根拠法令】 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の３第１項 

  「地方公共団体の長は、教育基本法第 17条第１項に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に

応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めるものとする。」 

 

横浜市教育大綱は、本市の教育に関する総合的な施策の目標や方針と

して、国の教育振興基本計画を参酌し、「横浜教育ビジョン 2030」と整

合を図り、策定します。 

大綱の実現に向けて「横浜市中期４か年計画 2018～2021」に掲げた 

施策を推進していきます。 
 

〔対象期間〕 

平成 30（2018）年度から平成 33（2021）年度までの４年間 
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横浜の子ども達が健やかに成長し、豊かに生きるとともに、将来、積極的に社会と関わり、

自らの役割と責任を果たせるよう、次に掲げる３つの理念を重視しながら、横浜の教育を進め
ていきます。     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  人とのつながりを大切にするとともに、他人の考えや多様な価値観を尊重することが 
できる心と、共に支え合う態度を育みます。 

 
【将来の姿】 

   ○いじめを許さず、相手の立場や気持ちを思いやって行動できる 
   ○文化・芸術などに親しむ機会を通して得た、豊かな感性を大切にする 

   
  地域や社会をよりよくすることを考えながら、開港の地・横浜の進取の気風のもと、 
世界の人々と積極的にコミュニケーションを取り、多様性を認め、協働・共生する姿 
勢を養います。 

 
【将来の姿】 

○国際社会の中で、バランス感覚を持ちつつ、自ら挑戦する気概を持つ 

○横浜の歴史や伝統文化に対する理解を深め、様々な国の人々と理解し合い協働 

できる 

   
  複雑化・多様化する社会の中で、主体的に考え、意欲的に学び続けながら、社会の一
員としての役割と責任を果たすために必要な力を育みます。 

 
【将来の姿】 

   ○自らの健やかな体をつくるとともに、夢や希望、目標を持ち、それに向けて努 

        力し、学び続ける 

   ○自分自身が社会で何ができるかを考え、互いに助け合いながら、困難の解決に 

向けて行動できる 
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全ての子ども達が、持続可能な社会について考えを深めながら、未来の創造に向けて、生き
生きと活躍できるよう、社会全体で横浜の子どもを育みます。    
重点方針１ まち全体で子どもを育む教育の推進 

○家庭・地域・学校が子どもの成長に向けた目標を共有し、連携・協働して子どもの成長を支えます。 
 
○幼児期から社会的自立までの子どもの成長過程におけるつながりを大切にしながら、未来を創る横

浜の子どもを育みます。 
 
○学校と区役所、児童相談所、地域療育センター、医療、警察等の関係機関が協力・連携し、支援が

必要な子ども・家庭に対し、切れ目なく対応していきます。 
 
 

重点方針２ 横浜ならではの資産を生かした多様な教育機会の創出 

○学校にアーティストを派遣する芸術文化教育プログラムのほか、特色ある芸術フェスティバル、「ラ

グビーワールドカップ 2019ＴＭ」、「東京 2020オリンピック・パラリンピック」等を契機とした様々

な取組を通して、身近な場所で子ども達が本物に触れ、豊かな感性や創造性を育む機会を創出しま

す。 
 
○国内外から人々が集うグローバルＭＩＣＥ都市として、国際的に活躍する人材との交流から生まれ

る学びや、横浜を訪れる外国の方々とのコミュニケーションなどを通じて、世界に開かれた心を育

む機会を創出します。 
 

 ○地域コミュニティの核となる商店街や、環境・健康など成長・発展分野に挑戦する企業の協力を得

た体験型学習などを通じて、子ども達が職業観や自分の将来の姿を思い描く機会を創出します。 
 
 

重点方針３ 子どもの豊かな学びを支える教育環境づくり 

 ○老朽化した学校施設の建替えを進め、子ども達が安全で安心して快適に学ぶことができる教育環境

を整えるとともに、グローバル化や技術革新が進んだ新時代の到来を見据えた教育を行うことがで

きる環境づくりを進めます。 
 

○学校と家庭、地域、企業等が連携して、運動に親しむ機会の創出や食育の推進に取り組み、子ども

達が運動と食事、休養のバランスのとれた生活を送ることができる環境づくりを進めます。 
 

○教職員が誇りや情熱、やりがいとともに、心身ともに健康で生き生きとした姿で働くことができる 

よう、教職員の働き方改革を進めるとともに、教員が自ら学び続けられる環境を整えます。 
 
 

重点方針４ 誰もが社会で活躍できるための学びの保障 

○家庭の経済状況等に左右されることなく、子ども達が将来の可能性を広げ、就学の機会や就労の選

択肢が狭まることのないよう、学びや成長を支える支援を行います。 
 

○いじめや不登校などの課題が複雑化・多様化するとともに、障害のある子どもへの特別な支援や日

本語指導が必要な子どもが増加する中、一人ひとりの状況に応じたきめ細かな教育を進めることが

求められており、専門家をはじめ、様々な人材がチームとして子どもを支えます。 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

平成 30年○月 横浜市教育委員会事務局 教育政策推進課 

〒231-0017 横浜市中区港町１－１ 

電 話 ０４５－６７１－３２４３ ＦＡＸ ０４５－６６３－３１１８ 

ＵＲＬ http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/sougoukyouikukaigi/h30.html 



 

いじめ重大事態に関する再発防止策の取組状況 ～学校の取組の現状について～ 

１ いじめの認知件数の推移 
29年度のいじめの認知件数は、前年度に比べ約２割増加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【件数増加について考えられる要因】 

  ・研修を通した法の定義理解による、教職員のいじめに対する感度の高まり 

  ・学校いじめ防止基本方針の周知による、児童生徒、保護者、地域のいじめに対する関心の高まり 

  ・学校生活アンケートやいじめアンケート等の実施 

  ・児童生徒、保護者に対する相談体制、相談窓口の周知 

・ＳＯＳの出し方教育の実施 
 

 

２ 学校の取組 
（１）いじめの未然防止への取組（例） 「Ａ小学校いじめ防止全体計画」より（抜粋） 

※「あったかハートデイ」…子ども同士の仲間づくりの活動や、教師と子どもとの関わりを深めるための日。 
※Y-P(子どもの社会的スキル横浜プログラム) …本市で開発した、子どもがコミュニケーション能力や人間関係を 

築く力を育むことを目的とした指導プログラム。 

 主な取組 校内研修  保護者・小中・地域連携 

４月 年間計画と重点指導内容の確認 

いじめ防止全体計画公表（学校だより・ホームページ） 

児童理解研修①  学年懇談会・学級懇談会 

５月 Y-Pアセスメント①      あったかハートデイ① 

児童いじめ防止委員会① 

「保護者・児童の相談窓口」「相談ボックス」の設置 

児童理解研修② 

職員研修① 

学校教育説明会 

家庭訪問 

小中ﾌﾞﾛｯｸ専任協議会① 

６月 アンケート①  小中一貫会議① 

小中ﾌﾞﾛｯｸ専任協議会② 

７月 横浜子ども会議（小中一貫教育推進ﾌﾞﾛｯｸ） 

あったかハートデイ② 

児童理解研修③ 

職員研修② 

個人面談① 

８月 横浜子ども会議（区） 職員研修③  

９月 ミニ教育相談①（児童面接）   あったかハートデイ③  小中ﾌﾞﾛｯｸ専任協議会③ 

10月  児童理解研修④  

11月 アンケート②         あったかハートデイ④ 

Y-Pアセスメント②   

児童いじめ防止委員会② 

職員研修④ 地区懇談会 

 

12月 人権教育の取組   

いじめ解決一斉キャンペーン 

 個人面談② 

小中ﾌﾞﾛｯｸ専任協議会④ 

１月 ミニ教育相談②（児童面接）   あったかハートデイ⑤ 職員研修⑤ 小中一貫会議② 

２月 児童いじめ防止委員会③  小中ﾌﾞﾛｯｸ専任協議会⑤ 

３月 年度の振り返り（成果と課題の確認）   

【いじめの認知件数】（単位：件） 

資料２ 



 
 

 

（２） 「学校いじめ防止対策委員会」による組織対応 
複数の教職員によって構成する「学校いじめ防止対策委員会」では、いじめの未然防止、いじめの認

知、認知したいじめのアセスメントやカンファレンスの実施と対応方針の決定、対応状況の進捗管理を

行い、いじめの解決に向けて組織的に対応しています。 

毎月１回以上開催するほか、学校はいじめに関わる情報を得た場合、疑いを持った場合も含め、ただ

ちに当委員会を開催します。 
 
 
 

【学校がいじめを認知したときの組織体制・対応の流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学校いじめ防止対策委員会の開催状況（平成 29年度）】（単位：校） 

 小学校 中学校 義務教育学校 高等学校 特別支援学校 
月１回 259 79 2 9 11 

月 2～3回 70 33 0 0 1 

週１回以上 10 34 0 0 0 

計 339 146 2 9 12 

 

  ～児童支援・生徒指導専任教諭について～ 
□児童支援専任教諭とは、横浜市の小学校における児童指導の中心的役割を担う教諭。特別支援教育

コーディネーターを兼務する。横浜市独自の制度として小学校全校に配置。生徒指導専任教諭とは

中学校における生徒指導を担う教諭。 

□専任教諭は、いじめをはじめとした問題行動への組織対応のコーディネート、他機関との連携、担

任のサポート、保護者との連携、小学校においては特別支援教育コーディネーターとしての役割な

どを担っている。 

□担任を持たず広い視野で学校内を俯瞰できる立場として、いじめのみならず福祉的分野でも専任教

諭の役割や期待はますます拡大。 

□児童支援専任教諭を配置するため、後補充している非常勤講師について常勤化を進め、現在、小学

校 90校で常勤職員を配置。 

□専任教諭が機動的に役割を果たすことができる環境づくりが課題。 

通報・相談 
指導（相談等） 

被害児童生徒（保護者） 

加害児童生徒（保護者） 

支援（ケア） 

学校 

 
 

カウンセラー 
スクールソーシャルワーカー 
外部の専門家等 

いじめ防止対策委員会 

 ・情報収集、状況把握 
・対応方針の決定 
・役割分担 

 ・進捗状況、解消後経過の確認 
 ・記録の保存と引継 

必要に応じて 

管理職 

養護教諭 学級担任 

関係職員 学年職員 

児童支援・生徒指導専任 

支援（見守り・ケア等） 

児童相談所 

警察 

区役所 等 

●対応フロー図（例） 
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「自ら学び 社会とつながり ともに未来を創る人」の育成を目指し、子どもに身に付けてほしい力を

五つの視点「知」「徳」「体」「公」「開」で表し、相互に関連付けながらバランスよく育んでいきます。 

○自ら健康を保持増進しようとする態度
○体力づくりを通じ、心身ともにたくましく生きる力
○生涯にわたって運動やスポーツに親しむ態度

○自分の役割や働くことの意義を理解し、行動する力
○横浜を愛し、地域や社会のために、他者と協働する力
○夢や目標を持ち、よりよい社会を創造しようとする態度

○基礎・基本を身に付け、自ら問題を発見し、よりよく解決する力
○主体的に考え、意欲的に学び続ける力
○知識や経験を活かし、知恵をはたらかせて生きる力

○自分を大切にし、しなやかに生きる力
○自分を律する態度と人を思いやる優しさ

○「本物」に触れることで育む豊かな感性

○自分を見つめ、多様性を尊重し、共生する力
○グローバルな視野を持ち、持続可能な社会の実現に向けて行動する力
○進取の精神を持ち、新たな価値を創造しようとする態度

参考２

01131209
テキストボックス
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 多様性を尊重し、つながりを大切にしながら、次の四つの方向性に沿って施策や取組を進めます。 

 

よりよい社会や新たな
価値の創造に向け、
学びを社会と関連付
け、他者と協働する
機会を創出します。 

幼児期から社会的
自立までの成長過程
における学びや育ち
の連続性を大切にし
ます。 

主体的な学びを引き
出し、様々な教育的
ニーズに応じて、個性
や能力を伸ばします。 

子どもが豊かに学び
育ち、教職員がいき
いきと働くことができる
学校をつくります。 

教職員は自ら学び続
け、資質・能力の向
上を図り、使命感や
情熱を持って職責を
果たします。 

地域や社会と目標を
共有し、連携・協働す
ることを通して、子ども
と社会がつながる学
校をつくります。 
 

教職員が子どもの理
解を深め、いじめなど
の課題をチームで解
決し、安心して学べる
学校をつくります。 

学校施設の計画的
な建替えや保全等を
進め、子どもの安全・
安心を確保します。 

地域とともに子ども
をよりよく育む教育環
境を整えます。 

生涯にわたって主体
的に学び、心豊かな
生活につながるよう、
市民の学びの環境を
整えます。 
 

家庭は子どもの心身
の調和のとれた発
達、自立心の育成、
生活習慣の確立を
図り、行政は家庭教
育を支援します。 

学校、家庭、地域を
は じ め 、国内外の
様々な関係機関や
企業等が連携・協働
し、子どもを育みま
す。 

教育と福祉、医療等
の連携により、子ども
を切れ目なく支援し、
自立と社会参画に
向けた学びや発達を
保障します。 

※１ いじめをなくすために、「横浜子ども会議（2013（平成 25））」で子どもたちがまとめたアピール文より 

相手と心から向き合
うこと（想） を大切に
し、多様な価値観を
認め、支え合う風土
を醸成します。 

※1 



参考３
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横浜市総合教育会議運営要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第

162 号。以下「法」という。）第１条の４の規定に基づき、市長が設置する横浜市

総合教育会議（以下「会議」という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとす

る。

（会議）

第２条 会議の議長は、市長が担う。

２ 議題に応じて、副市長及び関係区局長等は、会議に出席できるものとする。

（議題）

第３条 会議では、法第１条の４第１項に規定する協議及び調整に関する事項を議題

とする。

（関係者等の出席）

第４条 会議は、法第１条の４第５項の規定により意見を聴くため必要があるときは、

関係者又は学識経験を有する者の出席を求めることができる。

（会議の傍聴）

第５条 会議の傍聴に関する事項は、別に定める。 

（議事録の作成及び公表）

第６条 市長は、会議の終了後、その議事録を作成する。

２ 議事録に記載する事項の概目は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項及び年月日時

(2) 出欠席者の氏名

(3) 会議日程

(4) 議題に関する出席者の発言要旨

(5) その他市長が必要と認める事項

３ 議事録は、会議を非公開で実施した事項その他公表に適さない事項を除き、イン

ターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

（幹事会）

第７条 会議の議題に関する事前調整等を行うため、幹事会を置く。

２ 幹事会は、市長部局及び教育委員会事務局のうち、会議の議題に関係する職員で

構成する。

参考４
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（庶務） 
第８条 会議の庶務は、教育委員会事務局総務部教育政策推進課において処理する。 

 
（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は会議での協議

により決定するものとする。 

 
附 則 

この要綱は、平成 27 年６月１日から適用する。 
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